
地図上の任意の地点をク
リックすると、どの河川
からの浸水リスクがある
のかを確認できます。

地図上では、最大の浸水
深が着色されています。

観測した雨量や河川の水位、河川監視カメラの画像を、奈良県河川情報システム（ホーム
ページ）で、リアルタイムに公開しています。
新しい河川情報システムでは、雨量や水位等の情報、カメラ位置、洪水浸水想定区域図を
重ねて表示することができます。

「水害」に備えて ～「奈良県河川情報システム」～「水害」に備えて ～「奈良県河川情報システム」～

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部河川整備課 奈良県奈良市登大路町30番地
Tel：0742-27-7504 Fax：0742-22-1399

詳しくは下記Webサイトをご覧ください。
奈良県河川情報システム（http://www.kasen.pref.nara.jp/gispub/）

気になる地域を
クリックすれば
詳細ページへ

見やすい背景図に
変更できます

浸水想定区域図をシステム上で ～「奈良県災害リスク情報システム」～浸水想定区域図をシステム上で ～「奈良県災害リスク情報システム」～

これまで河川ごとにホームページ上にPDFで公開していた浸水想定区域図が、奈良県災
害リスク情報システム上で閲覧可能になりました。
地図上の任意の地点をクリックすると、どの河川から浸水のリスクがあるのか、河川ごとにそ
の詳細な浸水深を確認することができるほか、土砂災害警戒区域等と洪水浸水想定区域
図を同時に確認することも可能です。

地図を拡大・縮小し、任意の地点をクリックするとその地点における
洪水浸水想定区域（河川名、浸水深）を確認することができます

地図の種類切替や土砂災害警戒区域等の表示選択ができます

※背景地図は「地理院地図」や「グーグルマップ」を選択可能

特徴① 細かな浸水深まで確認できる特徴① 細かな浸水深まで確認できる

地図上の任意の地点
をクリックすると、
シミュレーションに
基づく詳細な浸水深
が表示されます

特徴② どの河川からの浸水リスクがあるのか確認できる特徴② どの河川からの浸水リスクがあるのか確認できる

特徴③ 土砂災害警戒区域等と洪水浸水想定区域を同時に表示できる特徴③ 土砂災害警戒区域等と洪水浸水想定区域を同時に表示できる

『土砂災害警戒
区域等』と『洪
水浸水想定区
域』を同時に確
認することがで
きます。

土砂災害警戒区域
洪水浸水想定区域
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お住まいの地域で気象警報・注意報が発令された際や、強い雨の降っ
ている箇所や水位が上昇した場合に、メール配信を行っております。
早めの避難行動をとるためにも是非登録をお願いします。

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部河川整備課 奈良県奈良市登大路町30番地
Tel：0742-27-7504 Fax：0742-22-1399

詳しくは、右記のQRコードを読み取るか、下記Webサイトをご覧ください。
奈良県河川情報システム【アラームメール】（http://www.kasen.pref.nara.jp/amailpub_fp/）

水位情報水位情報 雨量情報雨量情報

観測局毎に任意で雨量を
設定できます

気象情報気象情報

その他、土砂災害警戒情報や
地震情報も配信

任意の水位でも
設定できます

ユーザ登録ユーザ登録 地域選択地域選択 市町村選択市町村選択

選択した市町村毎に
登録可能

メールアドレスに
届いたURLに
アクセス

地域選択画面が表示されるので、
受信したいエリアを選択。

登録画面イメージ登録画面イメージ

メールアドレスを入力

迷惑メール設定等をしている場合、
「kcn.jp」の受信許可設定が必要

気象情報や雨量、水位などの情報をメールでお届け気象情報や雨量、水位などの情報をメールでお届け
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【ＮＨＫ地上デジタル放送データ放送での河川情報の提供】 
 
■ＮＨＫ奈良放送局より、リモコンの「d（データ放送）」ボタンを押すと、データ放送のメニュ

ー画面が表示されるので、「防災・生活情報」を選択し、「決定」ボタンを押します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「河川水位情報」を選択し、「決定」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■河川観測所の水位が基準水位(氾濫注意水位など)を超えている場合、河川の状況が表示されます。 

  ※河川観測所の水位が基準水位を超えていない場合は何も表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表示される情報】 

河川観測所が設置してある河川で 

「氾濫注意水位」「避難判断水位」「氾濫危険水位」の基準水位に達した観測所を表示 
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１．水防法 

交  付：昭和 24年６月 ４日法律第 193 号 
最終改正：令和 ５年５月 31日法律第 3 7 号 

 第一章 総則（第一条・第二条）  
 第二章 水防組織（第三条―第八条）  
 第三章 水防活動（第九条―第三十二条の三）  
 第四章 指定水防管理団体（第三十三条―第三十五条）  
 第五章 水防協力団体（第三十六条―第四十条）  
 第六章 費用の負担及び補助（第四十一条―第四十四条）  
 第七章 雑則（第四十五条―第五十一条）  
 第八章 罰則（第五十二条―第五十四条）  
 附則  
  

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被

害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の

排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若し

くは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区を含

む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」という。）

若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若

しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条に規定

する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置

かない市町村にあつては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門

若しくは閘
こう

門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の規定によ

り指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管理団体と他の

水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十

九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管

理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知

事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川

法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下

同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者

（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五

177



条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者

をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用

に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、

水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

第二章 水防組織 

（市町村の水防責任） 

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防

を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

 

（水防事務組合の設立） 

第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当である

と認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘

案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。 

 

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） 

第三条の三 水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道府県知事が

水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、当

該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられるときは、都道府県知

事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用

に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の

処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、又

は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする一の水

防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について二以

上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域

となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事

務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係

る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び

負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続

するものとみなす。 

 

（水防事務組合の議会の議員の選挙） 

第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会において、

当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認め

られるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する

必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権

を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が
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推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから

選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の二分の一をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業による

受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 

 

（水防事務組合の経費の分賦） 

第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定

めるものとする。 

 

（都道府県の水防責任） 

第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき

責任を有する。 

 

（指定水防管理団体） 

第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。 

 

（水防の機関） 

第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域内にある

消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければ

ならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

 

（水防団） 

第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項

は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

 

（公務災害補償） 

第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務によ

る負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の

属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予

防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつ

て受ける損害を補償しなければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に

関して必要な事業を行うように努めなければならない。 

 

（退職報償金） 

第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団

員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合

会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を
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支給することができる。 

 

（都道府県の水防計画） 

第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、

及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければな

らない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の

安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項の規定により

都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定

する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県知事又は当該指定都市の

長。以下同じ。）による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体

が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項につい

て、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に

下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しな

い都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四条第一項に規定す

る都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。 

６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県

の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変更

についても、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、

その要旨を公表するよう努めるものとする。 

 

（都道府県水防協議会） 

第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水

防協議会を置くことができる。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の

代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。 

 

第三章 水防活動 

（河川等の巡視） 

第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設（津波

防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に規定する津波防護施設

をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、
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直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。 

 

（国の機関が行う洪水予報等） 

第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、そ

の状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信

社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これを一般に周知させなければな

らない。 

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国

民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、

洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又

ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとと

もに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定

める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その受けた通知に係る

事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）を通知しなければならない。 

 

（都道府県知事が行う洪水予報） 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大き

い河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれ

があると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県

の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求

めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。 

 

（情報の提供の求め等） 

第十一条の二 都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認めると

きは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報であつて、第十条

第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれを予測する過程で

取得したものの提供を求めることができる。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定する情報を当該都道府県知事及

び気象庁長官に提供するものとする。 

３ 前項の規定による情報の提供については、気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十七条及

び第二十三条の規定は、適用しない。 

 

（水位の通報及び公表） 

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあ

ることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは第十一条第一項の規定による通知を受けた場合において、

量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の

水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通報水位を超

える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位を
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いう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、

公表しなければならない。 

 

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第

二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものと

して指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生

を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、

その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関

の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河

川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規

定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水

特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示し

て直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報

道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定

める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。 

 

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三号に規定す

る公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路をいう。以下こ

の条及び第十四条の二において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しく

は貯留施設をいう。以下この条において同じ。）で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるも

のとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき

水位（公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をい

う。次項において同じ。）を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施

設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知すると

ともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずる

おそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位

がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の

水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求め

て、これを一般に周知させなければならない。 

 

（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるお

それがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて高潮

による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、そ

の旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に

通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 
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（関係市町村長への通知） 

第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第十一条

第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をした都道府県知事は、

災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同条第三項の規定による緊

急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければな

らない。 

 

（洪水浸水想定区域） 

第十四条 国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水

を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定

最大規模降雨（想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。

以下同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定す

るものとする。 

一 第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三条第一項の規定により指定した河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水によ

る災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止

することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規

模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するもの

とする。 

一 第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川 

二 特定都市河川浸水被害対策法第三条第四項から第六項までの規定により指定した河川 

三 前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条

第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定め

る基準に該当するもの 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定

める事項を明らかにしてするものとする。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令

で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知

しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

（雨水出水浸水想定区域） 

第十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円

滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土

交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場

合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第一項の規定による指定に係

るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に

雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものと

する。 

一 第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設 
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二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第五項に

おいて準用する同条第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公

共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定

める基準に該当する公共下水道等の排水施設 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難

を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定める

ところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施

設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は

貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できな

くなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設 

二 下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設 

三 特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）及び第四

項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設 

四 前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定

める基準に該当する公共下水道等の排水施設 

３ 前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定

める事項を明らかにしてするものとする。 

４ 都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定

めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、

関係市町村の長に通知しなければならない。 

５ 前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。 

 

（高潮浸水想定区域） 

第十四条の三 都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は

浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、

想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について

高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。 

一 第十三条の三の規定により指定した海岸 

二 前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警戒

すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定め

る事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項

の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設
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置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条第一項若しく

は第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規定による雨水

出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村

地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、

少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事

項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、

当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。 

一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通

大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十三条第一項若しくは第二項、

第十三条の二又は第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知し又は

周知する情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報をいう。次

項において同じ。）の伝達方法 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る

避難訓練の実施に関する事項 

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項に

おいて同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地 

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予

定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれる

ものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時（以

下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があ

ると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が

利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避

難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定める基

準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の四において「大規模

工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定める

ときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者

への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

一 前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。） 

当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員 

二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第七項の規定により自衛

水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 

三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定により自衛

水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員） 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災

計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第十五条の十一において

「住民等」という。）に周知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町
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村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置

を講じなければならない。 

一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）

第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 

二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五条に規定す

る事項 

 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等

の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利

用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他

の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該

地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の円

滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設

の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

３ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを

市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水

の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称

及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第一項に規定する計画

を共同して作成するよう勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合にお

いて、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る

ため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることがで

きる。 

７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由が

なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

８ 第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条に

おいて同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなければ

ならない。 

９ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利

用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなけ

ればならない。 

１０ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞な

く、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならな

い。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 
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第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配

慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利

用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成

しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、

これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない

場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要

があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることがで

きる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当

な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項

の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、そ

の結果を市町村長に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者

又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため

に必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配

慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなけ

ればならない。 

８ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、

遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければ

ならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規

模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の

浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定める

ところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場

等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置

いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を

市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。 

 

（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 

第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による

被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合にお

いて、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議

をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の

協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域
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防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地

域防災計画（同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市

町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及

び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間

地域防災計画」と読み替えるものとする。 

 

（浸水被害軽減地区の指定等） 

第十五条の六 水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区

域（河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。）を除く。）内で輪中堤防その他の帯状の盛土構

造物が存する土地（その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域で

あつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することがで

きる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする

区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有

者の同意を得なければならない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸

水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び

当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 

５ 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 

 

（標識の設置等） 

第十五条の七 水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省

令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合

会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した

標識を設けなければならない。 

２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設

置を拒み、又は妨げてはならない。 

３ 何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、

又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

４ 水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補

償しなければならない。 

 

（行為の届出等） 

第十五条の八 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更す

る行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところに

より、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理

者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 

２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届

出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。 
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３ 水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水

の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な

助言又は勧告をすることができる。 

 

（大規模氾濫減災協議会） 

第十五条の九 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、

想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一

体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「大規模氾濫減災協議会」

という。）を組織するものとする。 

２ 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 国土交通大臣 

二 当該河川の存する都道府県の知事 

三 当該河川の存する市町村の長 

四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

五 当該河川の河川管理者 

六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 

七 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 

３ 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、そ

の協議の結果を尊重しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議

会が定める。 

 

（都道府県大規模氾濫減災協議会） 

第十五条の十 都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、

想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一

体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「都道府県大規模氾濫減災

協議会」という。）を組織することができる。 

２ 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該都道府県知事 

二 当該河川の存する市町村の長 

三 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

四 当該河川の河川管理者 

五 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長 

六 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者 

３ 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合におい

て、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」

と読み替えるものとする。 

 

（予想される水災の危険の周知等） 

第十五条の十一 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第十条第二項、第十一条第一項又は第

十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時の円滑かつ迅速な
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避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水

した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川に

おいて予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。 

 

（河川管理者の援助等） 

第十五条の十二 河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとす

る水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長

に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。 

２ 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八

第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。 

 

（水防警報） 

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認

めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は

海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて

指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事

に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたとき

は、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた通知に係る事項を

関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その

旨を公示しなければならない。 

 

（水防団及び消防機関の出動） 

第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要が

あると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又

は出動の準備をさせなければならない。 

 

（優先通行） 

第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、こ

れに進路を譲らなければならない。 

 

（緊急通行） 

第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上

緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水

面を通行することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければな

らない。 

 

（水防信号） 
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第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

 

（警戒区域） 

第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、

警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又

はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれら

の者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 

 

（警察官の援助の要求） 

第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を

求めることができる。 

 

（応援） 

第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは

消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなけれ

ばならない。 

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとす

る。 

３ 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとす

る。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を

求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

 

（居住者等の水防義務） 

第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当

該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 

 

（決壊の通報） 

第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又

は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

 

（決壊後の処置） 

第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水

防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 

 

（水防通信） 

第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者

は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号
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に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、

気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。 

 

（公用負担） 

第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現

場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その

他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地

を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を

使用することができる。 

３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければ

ならない。 

 

（立退きの指示） 

第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められる

ときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、

滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示を

する場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

 

（知事の指示） 

第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対し

て指示をすることができる。 

 

（重要河川における国土交通大臣の指示） 

第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊

急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して

指示をすることができる。 

 

（特定緊急水防活動） 

第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合に

おいて、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び第四十三条の二に

おいて「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。 

一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定

緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防

活動を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一条、第

二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第一項中「水防

団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第二十一条第

一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団
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員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第十九条第二項及び第二十八条

第三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水防管理者」とあり、第二十五条中「水

防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、

水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、

水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。 

 

（水防訓練） 

第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければ

ならない。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよ

う努めなければならない。 

 

（津波避難訓練への参加） 

第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、

消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われるときは、

これに参加しなければならない。 

 

第四章 指定水防管理団体 

（水防計画） 

第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防

計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あ

らかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。）を設置

する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条

第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議

に諮らなければならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨

を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

 

（水防協議会） 

第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体

に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防

協議会を置くものとする。 

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係

のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱す

る。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組
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合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

 

（水防団員の定員の基準） 

第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。 

 

第五章 水防協力団体 

（水防協力団体の指定） 

第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人そ

の他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定

することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所

在地を公示しなければならない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その

旨を水防管理者に届け出なければならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならな

い。 

 

（水防協力団体の業務） 

第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

四 水防に関する調査研究を行うこと。 

五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

（水防団等との連携） 

第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる

業務を行わなければならない。 

 

（監督等） 

第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があ

ると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認め

るときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずること

ができる。 

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことが

できる。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

 

194



（情報の提供等） 

第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の

提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

 

第六章 費用の負担及び補助 

（水防管理団体の費用負担） 

第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

 

（利益を受ける市町村の費用負担） 

第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利

益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく

利益を受ける市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防によ

り著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府県

の知事にあつせんを申請することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者の

うちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と

協議しなければならない。 

 

（都道府県の費用負担） 

第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道

府県の負担とする。 

 

（国の費用負担） 

第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、

国の負担とする。 

 

（費用の補助） 

第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理

団体に対して補助することができる。 

２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二

以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大

なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内において、当該都道

府県に対して補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三分の

一に相当する額以内とする。 

 

第七章 雑則 

（第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 

195



第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若

しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の

状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつ

ては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族が

これらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

 

（表彰） 

第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労が

あると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。 

 

（報告） 

第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告

をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせるこ

とができる。 

 

（勧告及び助言） 

第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内におけ

る水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

 

（資料の提出及び立入り） 

第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関

係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をし

て必要な土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立

ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しな

ければならない。 

 

（消防事務との調整） 

第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらか

じめ市町村長と協議しておかなければならない。 

 

（権限の委任） 

第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部

を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 

第八章 罰則 

第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去

した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 
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第五十三条 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十一

条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の懲役又は三

十万円以下の罰金に処する。 

 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十五条の七第三項の規定に違反した者 

二 第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定

する行為をした者 

 

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 

一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な

使用を妨げた者 

二 第二十条第二項の規定に違反した者 

三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定に

よる立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

 

附則 

（略） 
 
 

２．水防法施行令 

交  付：平成 23年 12 月 26 日政令第 428 号 

最終改正：平成 29年 ６月 14日政令第 158 号 

 

 内閣は、水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第三十二条第一項第二号の規定に基づき、この政令

を制定する。 

 

（通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 

第一条 水防法（以下「法」という。）第十五条の八第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる

ものとする。 

一 浸水被害軽減地区内の土地の維持管理のために行う行為 

二 仮設の建築物の建築その他の浸水被害軽減地区内の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為

（当該利用に供された後に当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用が当該行為前の

状態に回復されることが確実な場合に限る。） 

 

（特定緊急水防活動） 

第二条 法第三十二条第一項第二号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。 

一 氾濫により浸水した区域及びその周辺の状況のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用い

た監視又は上空からの監視 

二 氾濫による浸水の量のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた観測又は上空からの観測 
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三 前二号の監視又は観測の結果に基づく氾濫により浸水する区域及び時期又は氾濫による浸水の量の

予測 

四 人工衛星局の中継により行う無線通信による通信の確保 

五 堤防その他の施設が決壊した場所において行う氾濫による被害の拡大を防止するための仮締切の作

業その他国土交通省令で定める作業 

 

附則 

（略） 
 

 

３．水防法施行規則 

交  付：平成 12年 11 月 21 日規則第 44 号 

最終改正：令和 ３年 10月 29 日規則第 69 号 

 

 水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第三十七条の二の規定に基づき、水防法第三十七条の二の規

定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。 

 

（洪水浸水想定区域の指定） 

第一条 水防法（以下「法」という。）第十四条第一項及び第二項に規定する洪水浸水想定区域（以下単

に「洪水浸水想定区域」という。）の指定は、同条第一項に規定する想定最大規模降雨（以下単に「想

定最大規模降雨」という。）によって堤防その他の施設（以下「堤防等」という。）の決壊又は溢
いつ

流が

想定される地点を相当数選定して行うものとする。ただし、同条第一項第三号又は第二項第三号に掲げ

る河川については、想定最大規模降雨により溢流が想定される連続する区間を設定することその他の水

災による被害の軽減を図るために適切であると認められる方法により洪水浸水想定区域の指定を行うこ

とができる。 

２ 洪水浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。 

３ 第一項の規定により選定する地点には、当該地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定さ

れる区域につき、当該区域が相当規模となるもの又は浸水した場合に想定される水深が相当な深さとな

るものが含まれなければならない。 

４ 第一項の規定により選定された地点における堤防等の決壊又は溢流により浸水が想定される区域が重

複するときは、当該区域の全部をあわせた区域を一の区域とするものとする。 

５ 前項の場合において、重複する区域において想定される水深が第一項の規定により選定された地点に

より異なるときは、最大のものを想定される水深とする。 

６ 洪水浸水想定区域の指定は、想定最大規模降雨により、地上部分の浸水は想定されない地下街等（地

下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定されている施設又

は地下に建設中の施設であって、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。）をいう。

以下同じ。）であって、当該地下街等と連続する施設から浸水するものの存する区域を含めて行うこと

ができる。 
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（洪水による災害の発生を警戒すべき河川の基準） 

第一条の二 法第十四条第一項第三号及び第二項第三号の国土交通省令で定める基準は、当該河川の周辺

地域に住宅、要配慮者利用施設（法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下

同じ。）その他の洪水時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は避難施設、

避難路その他の洪水時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長

が当該周辺地域における洪水の発生のおそれに関する雨量、当該河川の水位その他の情報を入手するこ

とができることとする。 

 

（洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項） 

第二条 法第十四条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項（同条第一項第三号又は第二

項第三号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第四号に掲げる事項を

除く。）とする。 

一 指定の区域 

二 浸水した場合に想定される水深 

三 浸水した場合に想定される浸水の継続時間（長時間にわたり浸水するおそれのある場合に限る。以

下「浸水継続時間」という。） 

四 河川法施行令（昭和四十年政令第十四号）第十条の二第二号イに規定する基本高水の設定の前提と

なる降雨（次条第二項において「計画降雨」という。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定

される区域及び浸水した場合に想定される水深 

 

（洪水浸水想定区域等の公表） 

第三条 法第十四条第四項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項を定

めた旨について、国土交通大臣にあっては官報により、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又

はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うとともに、これらを表示した図面を関係地方整

備局若しくは北海道開発局又は都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うもの

とする。 

２ 前項の図面には、洪水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であること（前条第

四号に掲げる事項を表示した図面にあっては、当該図面の前提となる降雨が計画降雨であること）を明

示しなければならない。 

（雨水出水浸水想定区域の指定） 

第四条 法第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域（以下単に「雨水出水浸水想

定区域」という。）の指定は、下水道から河川その他の公共の水域又は海域（以下この項において「河

川等」という。）に雨水を放流する地点における当該河川等の水位の見込み、下水道の配置及び構造の

状況等を勘案して行うものとする。 

２ 第一条第六項の規定は、雨水出水浸水想定区域の指定について準用する。 

 

（雨水出水による災害の発生を警戒すべき公共下水道等の排水施設の基準） 

第四条の二 法第十四条の二第一項第四号及び第二項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該排水施

設の周辺地域に住宅、要配慮者利用施設その他の雨水出水時に避難を行うことが想定される者が居住若

しくは滞在する建築物又は避難施設、避難路その他の雨水出水時における避難の用に供する施設が存し、
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かつ、当該周辺地域の市町村の市町村長が当該周辺地域における雨水出水の発生のおそれに関する雨量、

当該排水施設の水位その他の情報を入手することができることとする。 

 

（雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項） 

第五条 法第十四条の二第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 指定の区域 

二 浸水した場合に想定される水深 

三 浸水継続時間 

２ 法第十四条の二第一項第一号又は第二項第一号に掲げる排水施設に係る雨水出水浸水想定区域の指定

は、前項各号に掲げる事項のほか、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化を明らかにしてす

るものとする。 

 

（雨水出水浸水想定区域等の公表） 

第六条 法第十四条の二第四項の規定による同条第三項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項

を定めた旨について、都道府県又は市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により

行うとともに、これらを表示した図面を都道府県知事又は市町村長の指定する場所において閲覧に供す

ることにより行うものとする。 

２ 前項の図面には、雨水出水浸水想定区域の指定の前提となる降雨が想定最大規模降雨であることを明

示しなければならない。 

 

（高潮浸水想定区域の指定） 

第七条 法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域（以下単に「高潮浸水想定区域」という。）

の指定は、同項に規定する想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当するも

のによって堤防等の決壊が想定される当該海岸の全ての区間において堤防等が決壊することを想定して

行うものとする。 

２ 高潮浸水想定区域の指定に当たっては、堤防等の構造及び管理の状況を勘案するものとする。 

３ 前項の場合には、都道府県知事は、堤防等の構造及び管理の状況について、海岸管理者その他の関係

のある施設の管理者の意見を聴くものとする。 

４ 第一条第六項の規定は、高潮浸水想定区域の指定について準用する。この場合において、同項中「想

定最大規模降雨」とあるのは、「想定し得る最大規模の高潮であって国土交通大臣が定める基準に該当

するもの」と読み替えるものとする。 

 

（高潮による災害の発生を警戒すべき海岸の基準） 

第七条の二 法第十四条の三第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、当該海岸の周辺地域に住宅、

要配慮者利用施設その他の高潮時に避難を行うことが想定される者が居住若しくは滞在する建築物又は

避難施設、避難路その他の高潮時における避難の用に供する施設が存し、かつ、当該周辺地域の市町村

の市町村長が当該周辺地域における高潮の発生のおそれに関する気象の状況その他の情報を入手するこ

とができることとする。 

 

（高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項） 
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第八条 法第十四条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 指定の区域 

二 浸水した場合に想定される水深 

三 浸水継続時間 

 

（高潮浸水想定区域等の公表） 

第九条 法第十四条の三第三項の規定による同条第二項の国土交通省令で定める事項の公表は、当該事項

を定めた旨について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うととも

に、これらを表示した図面を都道府県知事の指定する場所において閲覧に供することにより行うものと

する。 

２ 前項の図面には、高潮浸水想定区域の指定の前提となる高潮が想定し得る最大規模の高潮であって国

土交通大臣が定める基準に該当するものであることを明示しなければならない。 

 

（大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準） 

第十条 法第十五条第一項第四号ハの国土交通省令で定める基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積

が一万平方メートル以上のものであることとする。 

 

（市町村地域防災計画において定められた事項を住民等に周知させるための必要な措置） 

第十一条 法第十五条第三項の住民、滞在者その他の者（以下この条において「住民等」という。）に周

知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 

一 第二条第一号及び第二号、第五条第一号及び第二号並びに第八条第一号及び第二号に掲げる事項を

表示した図面に市町村地域防災計画において定められた法第十五条第一項各号に掲げる事項（次のイ

又はロに掲げる区域をその区域に含む市町村にあっては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。）

を記載したもの（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録を含む。）を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。 

イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）

第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 

ロ 津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第五十三条第一項の津波災

害警戒区域 同法第五十五条に規定する事項 

二 前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な

方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。 

 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項） 

第十二条 法第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」

という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措

置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項 

二 地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項 

三 地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項 

四 地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関す
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る事項 

五 地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

六 自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項 

イ 法第二条第三項に規定する水防管理者（以下単に「水防管理者」という。）その他関係者との連

絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のた

めに必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項 

ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項 

ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 

七 前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項 

２ 地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第二号に掲げる事項を定め

るときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確

認するものとする。 

 

（統括管理者の設置等） 

第十三条 地下街等の自衛水防組織には、統括管理者を置かなければならない。 

２ 統括管理者は、地下街等の自衛水防組織を統括する。 

３ 地下街等の自衛水防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内

容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、

当該内部組織を統括する者を置くものとする。 

 

（連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置） 

第十四条 法第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続す

る二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する計画を作成すると

きは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。 

 

（地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項） 

第十五条 法第十五条の二第十項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 統括管理者の氏名及び連絡先 

二 自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置 

三 法第十五条第一項第一号に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先 

 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項） 

第十六条 法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設（法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利

用施設をいう。以下同じ。）の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練

その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項 

二 要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項 

三 要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 

四 要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 
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五 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項 

イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽

減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項 

ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項 

ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 

六 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を

図るために必要な措置に関する事項 

 

（自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用） 

第十七条 第十三条及び第十五条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場

合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の三第七項」と読み替えるものと

する。 

 

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項） 

第十八条 法第十五条の四第一項の大規模工場等（法第十五条第一項第四号ハに規定する大規模工場等を

いう。以下同じ。）の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画におい

ては、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 大規模工場等における洪水時等の防災体制に関する事項 

二 大規模工場等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項 

三 大規模工場等における洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項 

四 大規模工場等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

五 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項 

イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減

のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項 

ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項 

ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 

六 前各号に掲げるもののほか、大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関す

る事項 

 

（自衛水防組織に関する規定の大規模工場等についての準用） 

第十九条 第十三条及び第十五条の規定は、大規模工場等の自衛水防組織について準用する。この場合に

おいて、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の四第二項」と読み替えるものとする。 

 

（その状況が帯状の盛土構造物が存する土地に類する土地） 

第十九条の二 法第十五条の六第一項の国土交通省令で定める土地は、河川の氾濫により流路沿いに繰り

返し土砂が堆積し、周囲の土地より高くなった帯状の土地（次条第一項第四号及び第十九条の四第一号

ロにおいて「自然堤防」という。）とする。 

 

（浸水被害軽減地区の指定の公示） 

第十九条の三 法第十五条の六第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による指定（同
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条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。）の公示は、次に

掲げる事項について、市町村、水防事務組合又は水害予防組合の公報又はウェブサイトへの掲載その他

の適切な方法により行うものとする。 

一 浸水被害軽減地区の指定をする旨 

二 当該浸水被害軽減地区の名称及び指定番号 

三 当該浸水被害軽減地区の位置 

四 当該浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ 

２ 前項第三号の浸水被害軽減地区の位置は、次に掲げるところにより明示するものとする。 

一 市町村、大字、字、小字及び地番 

二 平面図 

 

（浸水被害軽減地区の標識の設置の基準） 

第十九条の四 法第十五条の七第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 次に掲げる事項を明示したものであること。 

イ 浸水被害軽減地区の名称及び指定番号 

ロ 浸水被害軽減地区内の土地に存する輪中堤防その他の帯状の盛土構造物又は自然堤防の高さ 

ハ 浸水被害軽減地区の管理者及びその連絡先 

ニ 標識の設置者及びその連絡先 

二 浸水被害軽減地区の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。 

 

（浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出） 

第十九条の五 法第十五条の八第一項の規定による届出は、別記様式の届出書を提出して行うものとする。 

２ 法第十五条の八第一項本文に規定する行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 

３ 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

浸水被害軽減地区の位

置図 

浸水被害軽減地区の位

置 

二千五百分の一以上  

浸水被害軽減地区の現

況図 

浸水被害軽減地区の形

状 

二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横

断面図により示すこと。 

法第十五条の八第一項

本文に規定する行為の

計画図 

当該行為を行う場所 二千五百分の一以上  

当該行為を行った後の

浸水被害軽減地区の形

状 

二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横

断面図により示すこと。 

 

（浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出書の記載事項） 

第十九条の六 法第十五条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、同項本文に規定する行為の完了予

定日並びに当該行為の対象となる浸水被害軽減地区の名称及び指定番号とする。 

 

（浸水被害軽減地区内の土地における行為の届出の内容の通知） 

第十九条の七 法第十五条の八第二項の規定による通知は、第十九条の五第一項の届出書の写しを添付し
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てするものとする。 

 

（氾濫による被害の拡大を防止するための作業） 

第二十条 水防法施行令（平成二十三年政令第四百二十八号）第二条第五号の国土交通省令で定める作業

は、流水が河川外に流出した場合において、これによる災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため

に器具又は資材を設置し、水流を制御する作業とする。 

 

（水防協力団体として指定することができる法人に準ずる団体） 

第二十一条 法第三十六条第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所

在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運

営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。 

 

（権限の委任） 

第二十二条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び

北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十七条第一項及び第四十八条の規定に基づく権限について

は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 

一 法第十条第二項の規定により河川を指定すること。  

二 法第十三条第一項の規定により河川を指定すること。 

三 法第十六条第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定すること。 

四 法第三十一条の規定により指示をすること。 

五 法第四十六条の規定により表彰を行うこと。 

 

附則 

（略） 

 

 

４．河川法（抄） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用

され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理する

ことにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進すること

を目的とする。 

 

（河川管理の原則等） 

第二条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正

に行なわれなければならない。 

２ 河川の流水は、私権の目的となることができない。 

 

（河川及び河川管理施設） 
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第三条 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設

を含むものとする。 

２ この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯（堤防又

はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利

水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。）その他河川の流水によつて生ずる公利を

増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者以外の者が

設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施

設を管理する者の同意を得たものに限る。 

 

（洪水時等における緊急措置） 

第二十二条 洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、又はこれによる被害

を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、河川管理者は、その現場において、必要な土地を使

用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、

又は工作物その他の障害物を処分することができる。 

２ 河川管理者は、前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、その付近に居住する者又はそ

の現場にある者を当該業務に従事させることができる。 

３ 河川管理者は、第一項の規定による収用、使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に

対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

４ 前項の規定による損失の補償については、河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。 

５ 前項の規定による協議が成立しない場合においては、河川管理者は、自己の見積つた金額を損失を受け

た者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めると

ころにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定によ

る裁決を申請することができる。 

６ 第二項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気

にかかり、又は当該業務に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態とな

ったときは、河川管理者は、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこ

れらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。 

 

（水位、流量等の観測） 

第四十五条 ダムで政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの操作が当該河川の管理上適正に行なわれ

ることを確保するため、政令で定める基準に従い、観測施設を設け、水位、流量及び雨雪量を観測しなけ

ればならない。 

 

（ダムの操作状況の通報等） 

第四十六条 前条のダムの設置者は、洪水が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、政令で定

めるところにより、同条の規定による観測の結果及び当該ダムの操作の状況を河川管理者及び関係都道府

県知事に通報しなければならない。 

２ 前条のダムの設置者は、政令で定める基準に従い、前項の通報がすみやかに、かつ、的確に行なわれる

ために必要な通報施設を設けておかなければならない。 

 

（ダムの操作規程） 
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第四十七条 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようとするときは、あらかじ

め、政令で定めるところにより、当該ダムの操作の方法について操作規程を定め、河川管理者の承認を受

けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 河川管理者は、ダムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係

都道府県知事の意見をきかなければならない。 

３ ダムの操作は、第一項の承認を受けた操作規程に従つて行なわなければならない。 

４ 河川管理者は、当該ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する特別の事情により、

当該操作規程によつては河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作規程の変更を命ずる

ことができる。 

 

（危険防止のための措置） 

第四十八条 ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認めら

れる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定め

るところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、

一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。 

 

（記録の作成等） 

第四十九条 ダムを設置する者は、国土交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関わ

る記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、こ

れを河川管理者に提出しなければならない。 

 

（洪水調節のための指示） 

第五十二条 河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合にお

いて、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置

する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を

防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。 

 

 

５．特定多目的ダム法 （抄） 
 

（操作の基本原則） 

第三十条 多目的ダムの操作は、流水によつて生ずる公利を増進し、及び公害を除却し、又は軽減する

とともに、ダム使用権を侵害しないように行わなければならない。 
 

（操作規則） 

第三十一条 国土交通大臣は、多目的ダムの操作の基本原則に従い、多目的ダムの操作規則を定めなけ

ればならない。 

２ 多目的ダムの操作規則に定める事項については、政令で定める。 

３ 国土交通大臣は、多目的ダムの操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事及びダム使用権の設定予定者又はダム使用権者

の意見をきかなければならない。 
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（放送に関する通知等） 

第三十二条 国土交通大臣又は多目的ダムを管理する都道府県知事は、多目的ダムによつて貯留された

流水を放流することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認める場合において、これによつて

生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関

係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な

措置をとらなければならない。 

 

 

６．独立行政法人水資源機構法 （抄） 

 

（施設管理規程） 

第十六条 機構は、水資源開発施設について第十二条第一項第二号の業務を行おうとする場合においては、

施設管理規程を作成し、関係都道府県知事（操作を伴う特定施設で政令で定めるもの（以下「操作特定施

設」という。）に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係

都道府県知事及び関係市町村長）及び当該水資源開発施設の新築又は改築に要する費用について第十三条

第三項の規定による同意をした者（事業からの撤退をした者を除く。）に協議するとともに、主務大臣の

認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 機構は、愛知豊川用水施設について第十二条第一項第二号の業務を行おうとする場合においては、施設

管理規程を作成し、関係県知事、愛知豊川用水施設を利用して流水を発電、水道又は工業用水道の用に供

しようとする者及び愛知豊川用水施設を利用して流水をかんがいの用に供しようとする者の組織する土地

改良区に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

３ 前二項の施設管理規程には、政令で定める事項（操作特定施設、河川法第四十四条に規定するダム（以

下「利水ダム」という。）その他操作を伴う施設に係るものにあっては、政令で定める操作に関する事項

を含む。）を定めなければならない。 

４ 主務大臣は、第一項又は第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協

議しなければならない。 

５ 主務大臣は、第一項又は第二項の認可をしようとする場合において、当該施設管理規程が利水ダムに係

るものであるときは、あらかじめ、河川管理者に協議しなければならない。 

６ 河川管理者は、操作特定施設又は利水ダムに係る施設管理規程の操作に関する事項についての定めによ

っては、当該操作特定施設若しくは利水ダムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川に関する

特別の事情により、河川管理上支障を生ずると認める場合においては、当該操作に関する事項の変更を要

請することができる。 

７ 河川管理者は、前項の要請をしようとする場合において、当該施設管理規程が利水ダムに係るものであ

るときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。 

８ 機構は、河川管理者から第六項の規定による要請があったときは、速やかに、その要請に応じなければ

ならない。 

 

（河川法の特例） 

第十七条 特定施設は、河川管理施設とし、機構は、河川法第九条及び第十条の規定にかかわらず、河川管

理施設である特定施設の新築若しくは改築を行い、又は当該新築若しくは改築に係る特定施設若しくは水
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資源開発公団による旧水公団法第十八条第一項第一号の業務の実施により生じた施設で附則第二条第一項

の規定により機構が承継した特定施設の管理を行うことができる。 

２ 機構は、前項の規定により特定施設の新築若しくは改築又は管理を行う場合においては、政令で定める

ところにより、河川法に規定する河川管理者の権限を行うことができる。 

３ 機構は、特定施設の新築又は改築の工事を開始しようとするとき、及び当該工事を完了したときは、政

令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

４ 河川法第四十七条の規定は、機構が設置する利水ダムについては、適用しない。 

５ 河川管理者は、特に必要があると認めるときは、河川管理施設である第十二条第一項第二号ハに掲げる

施設の管理を、機構に委託することができる。 

 

（特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮） 

第十八条 国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、

特定施設の操作に関し、政令で定めるところにより、機構を指揮することができる。 

２ 機構は、国土交通大臣から前項の規定による指揮があったときは、その指揮に従わなければならない。 

 

（危害防止のための通知等） 

第十九条 機構は、水資源開発施設又は愛知豊川用水施設を操作することによって流水の状況に著しい変化

を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、政

令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知すると

ともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。 

 
 
７．気象業務法 （抄） 
 

（目的） 

第一条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、

もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に

関する国際的協力を行うことを目的とする。 

 

第三章 予報及び警報 

（予報及び警報） 

第十三条  気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象（地震にあつては、地震動に限る。第十六条

を除き、以下この章において同じ。）、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報

及び警報をしなければならない。ただし、次条第一項の規定により警報をする場合は、この限りでない。 

２ 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の水

象についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。 

３ 気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報

道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。 

  

第十四条の二 気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利
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用に適合する予報及び警報をしなければならない。 

２ 気象庁は、水防法（昭和二十四年法律第百九十三号）第十条第二項の規定により指定された河川につい

て、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量（氾濫した後においては、

水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深）を示して洪水についての水防活動の利用に

適合する予報及び警報をしなければならない。 

３ 気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位

又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。この場合

において、同法第十一条の二第二項の規定による情報の提供を受けたときは、これを踏まえるものとする。 

４ 気象庁は、水防法第十一条の二第二項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的

な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。 

５ 第十三条第三項の規定は、第一項から第三項までの予報及び警報をする場合に準用する。この場合にお

いて、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第

三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同

して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。 

６ 第二項又は第三項の規定により予報及び警報をする国土交通大臣又は都道府県知事については、第十七

条及び第二十三条の規定は、適用しない。 

 

第十五条 気象庁は、第十三条第一項、第十四条第一項又は前条第一項から第三項までの規定により、気象、

地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項

を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社（日本電信電話株式会

社等に関する法律（昭和五十九年法律第八十五号）第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社

をいう。以下同じ。）、西日本電信電話株式会社（同法第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式

会社をいう。以下同じ。）又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報

をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。 

２ 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社

の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。 

３ 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるよう

に努めなければならない。 

４ 第一項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させる

ように努めなければならない。 

５ 第一項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周

知させるように努めなければならない。 

６ 第一項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。 

 

（予報業務の許可） 

第十七条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務（以下「予報業務」とい

う。）を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可（以下この章において「許可」という。）は、予報業務の目的及び範囲（土砂崩れ（崖崩れ、

土石流及び地滑りをいう。以下同じ。）、高潮、波浪又は洪水の予報の業務（以下「気象関連現象予報業

務」という。）をその範囲に含む予報業務の許可にあつては、当該気象関連現象予報業務のための気象の

予想を行うか否かの別を含む。第十九条第一項及び第四十六条第三号において同じ。）を定めて行う。  
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３ 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報の業務（以下「特定予報業務」という。）

をその範囲に含む予報業務の許可については、当該特定予報業務に係る予報業務の目的は、第十九条の三

の規定による説明を受けた者にのみ利用させるものに限られるものとする。 

 

（警報の制限）  

第二十三条 気象庁以外の者は、気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。ただし、

政令で定める場合は、この限りでない。 

 

（予報及び警報の標識）  

第二十四条 形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水につい

ての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしな

ければならない。 

 

（気象測器等の保全）  

第三十七条 何人も、正当の理由がないのに、気象庁若しくは第六条第一項若しくは第二項の規定により技

術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象（地

震にあっては、地震動に限る。）、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての警報の標識を壊し、移し、

その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。 

 

 

８．気象業務法施行令 （抄：地震、海面等に関するものは省略） 

 

（一般の利用に適合する予報及び警報） 

第四条 法第十三条の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合

する予報および警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に

掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 

種類 内容 

天気予報 当日から三日以内における風、天気、気温等の予報 

週間天気予報 当日から七日間の天気、気温等の予報 

季節予報 当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、

気温、降水量、日照時間等の概括的な予報 

気象注意報 風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、

その旨を注意して行う予報 

土砂崩れ注意報 大雨、大雪等による土砂崩れによつて災害が起こるおそれがある場合に、そ

の旨を注意して行う予報 

洪水注意報 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 

気象警報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報 

土砂崩れ警報 大雨、大雪等による土砂崩れに関する警報 

洪水警報 洪水に関する警報 
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２ 法第十三条第二項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適応

する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲

げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。 

浸水注意報 浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 

浸水警報 浸水に関する警報 

 
（特別警報） 

第五条 法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める

予報区を対象として行うものとする。 

種類 内容 

気象特別警報 暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する特別警報 

土砂崩れ特別警報 大雨、大雪等による土砂崩れに関する特別警報 

 

（水防活動の利用に適合する予報および警報） 

第七条 法第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動

の利用に適合するように行うものとする。 

種類 内容 

水防活動用気象注意報 風雨、大雨等によつて水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意

して行う予報 

水防活動用気象警報 暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起こるおそれがある場合に、その

旨を警告して行う予報 

水防活動用洪水注意報 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う

予報 

水防活動用洪水警報 洪水に関する警報 

 
（警報事項の通知） 

第八条 法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に揚げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る通知先に行うものとする。 

一 法第十三条第一項の規定による警報をした場合 次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それ

ぞれ同表の下欄に掲げる通知先 

種類 通知先 

気象警報 消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式

会社及び日本放送協会の機関 

土砂崩れ警報 

洪水警報 

消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本

放送協会の機関 

三 法第十四条の二第一項の規定による警報の種類および通知先 

種類 通知先 

水防活動用気象警報 

水防活動用洪水警報 

消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び

日本放送協会の機関 

 四 法第十四条の二第二項又は第三項の規定による警報をした場合 消防庁、都道府県、東日本電信
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電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関 
 
（特別警報に係る警報事項の通知） 

第九条 法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。 

種類 通知先 

気象特別警報 消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話

株式会社及び日本放送協会の機関 

土砂崩れ特別警報 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び

日本放送協会の機関 

 
 

９．気象庁予報警報規程（抄：地震、海面等に関するものは省略） 
 

第一章 総則 

（通則） 

第一条 気象庁の行なう予報および警報については、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。 

 

（予報等の切り替え） 

第三条 次に掲げる予報は、それぞれ同種類の新たな予報が行われたときに切り替えられるものとする。 

天気予報 

週間天気予報 

季節予報 

２ 次に掲げる注意報、警報及び特別警報(以下｢気象注意報等｣という。)は、その種類にかかわらず、これ

らの新たな注意報、警報又は特別警報が行われたときに切り替えられるものとし、又は解除されるときま

で継続されるものとする。 

気象注意報 

気象警報 

気象特別警報 

土砂崩れ注意報 

土砂崩れ警報 

土砂崩れ特別警報 

洪水注意報 

洪水警報 

浸水注意報 

浸水警報 

 

第二章 一般の利用に適合する予報及び警報 

（気象注意報、気象警報及び気象特別警報の種類） 

第十一条 気象注意報は、風雪注意報、強風注意報、大雨注意報及び大雪注意報並びに雷、霜等の現象名を

冠した注意報とする。 
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２ 気象警報は、暴風警報、暴風雪警報、大雨警報及び大雪警報の四種とする。 

３ 気象特別警報は、暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警報の四種とする。 

 

（気象注意報等の担当気象官署等） 

第十二条 気象注意報等は、府県予報区を担当する(気象官署別表第四に掲げる分担気象官署を含む。)が、

必要と認める場合に随時に行う。この場合において、土砂崩れ注意報及び浸水注意報はその注意報事項を

気象注意報に、土砂崩れ警報はその警報事項を気象警報に、土砂崩れ特別警報はその警報事項を気象特別

警報に、浸水警報はその警報事項を気象警報又は気象特別警報に、それぞれ含めて行う。 

 

第五章 水防活動の利用に適合する予報及び警報 

（水防活動の利用に適合する予報及び警報の取扱い） 

第二十条 気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四七一号)第七条の規定により行う水防活動の利用に適合

する予報及び警報は、次の表の上欄に掲げる種類ごとに、同表の下欄に掲げる気象注意報等をもつて代え

るものとする。 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 

水防活動用気象警報 大雨警報又は大雨特別警報 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 

水防活動用洪水警報 洪水警報 
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種
 
別

加 入 者 又
は 使 用 者

市 外
局 番

 番　号 所 　在　 地 郵 便 番 号

 奈 良 県 庁  0742  22-1101  奈良市登大路町30  630-8501

    〃 （夜間）  22-1001

 県土マネジメント部  0742  27-7503,7504

　　 河川整備課  M 86-769-  M FAX  86-769-9060 

 　9047～9050  N FAX　0742-22-1399

総務部知事公室防災統括室  0742  27-7006

 奈良土木事務所  0742  23-8011  奈良市南紀寺町2-251  630-8303

  〃 天理ダム管理係  0743  63-2505  天理市長滝町14-7  632-0123

  〃 白川ダム管理係  0743  65-1655  天理市和爾町875-1  632-0002

  〃 岩井川ダム管理棟  0742  20-3617  奈良市白毫寺町  630-8302

 郡山土木事務所  0743  51-0201  大和郡山市満願寺町60-1  639-1041

 高田土木事務所  0745  52-6144  大和高田市東中2-2-1  635-0065

 中和土木事務所  0744  48-3070  橿原市常盤町605-5  634-0003

  〃 初瀬ダム管理係  0744  48-3076  橿原市常盤町605-5  634-0003

 宇陀土木事務所  0745  84-9522  宇陀市菟田野松井486-1  633-2221

 吉野土木事務所  0746  32-4051  吉野郡吉野町上市2150-1  639-3111

  〃 工務第一課  0747  63-0352  吉野郡天川村沢谷58  638-0305

      天川方面係

  〃 工務第二課  07468  2-0098  吉野郡上北山村河合420-1  639-3701

 五條土木事務所  0747  23-1151  五條市 岡口1-3-1  637-0004

  〃 工務第二課  0746  68-0336  吉野郡十津川村上野地221  637-1103

 浄化センター  0743  56-2830～3  大和郡山市額田部南町160  639-1035

 第二浄化センター  0745  56-3400  北葛城郡広陵町萱野460  635-0805

 宇陀川浄化センター  0745  82-5725  宇陀市榛原福地32-1  633-0204

 吉野川浄化センター  0747  22-8631  五條市二見5-1314  637-0071

　注　Ｍ または Ｍ ＦＡＸとは、国土交通省専用回線による電話またはＦＡＸである。

　　　Ｎ ＦＡＸとは、ＮＴＴ回線によるＦＡＸである。

電　話　一　覧　表
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種
 
別

加 入 者 又
は 使 用 者

市 外
局 番

 番　号 所 　在　 地 郵 便 番 号

 奈良県警察本部  0742  23-0110  奈良市登大路町80  630-8578

 警備課     内5805

 奈良警察署  0742  20-0110  奈良市大森町57-12  630-8533

 奈良西警察署  0742  49-0110  奈良市学園南3-9-22  631-0034

 生駒警察署  0743  74-0110  生駒市東松ヶ丘6-20  630-0244

 郡山警察署  0743  56-0110  大和郡山市杉町250-4  639-1121

 西和警察署  0745  72-0110  北葛城郡王寺町葛下1-7-9  636-0011

 天理警察署  0743  62-0110  天理市田部町22-4  632-0017

 　〃　 田原本警察庁舎  0744  33-0110  磯城郡田原本町新町24-1  636-0312

 桜井警察署  0744  46-0110  桜井市三輪49-1  633-0001

   〃　 宇陀警察庁舎  0745  82-0110  宇陀市榛原萩原1953-1  633-0253

 橿原警察署  0744  23-0110  橿原市四条町618-1  634-8501

 高田警察署  0745  22-0110  大和高田市神楽3-1-9  635-0025

 　〃　 御所警察庁舎  0745  63-0110  御所市東松本281-3  639-2302

 香芝警察署  0745  71-0110    639-0245

 五條警察署  0747  23-0110  五條市今井4-4-50  637-0004

 　〃　 十津川警察庁舎  0746  63-0110  吉野郡十津川村小原225-1  637-1333

 吉野警察署  0747  53-0110  吉野郡大淀町下渕389-1  638-0821

 　〃　 さくら警察庁舎  0746  32-0110  吉野郡吉野町橋屋185-1  639-3118

 近畿地方整備局  06  6942-1141  大阪市中央区大手前3-1-41　  540-8586

M86-3866,3871

 大和川河川事務所  072  971-1381  柏原市大正2-10-8  582-0009

 M86-753-208

 　〃　王寺出張所  0745  73-6571  北葛城郡王寺町王寺1-13-8  636-0002

 M86-753-6121

 和歌山河川国道事務所  073  424-2471  和歌山市西汀丁16  640-8227

 M86-771-351

 　〃　五條出張所  0747  22-3161  五條市二見3-690-13  637-0071

 M86-771-6543

 紀南河川国道事務所  0739  22-4564  田辺市中万呂142  646-0003

 M86-772-352

 紀の川ダム統合管理事務所  0747  25-3013  五條市三在町1681  637-0002

 M86-763-281

 紀の川ダム統合管理事務所  0746  53-2601  吉野郡川上村大字大滝1051  639-3543

 (大滝ダム管理支所)  M86-763-6223

 紀の川ダム統合管理事務所  0747  36-0031  五條市大塔町辻堂1-3  637-0408

 (猿谷ダム管理支所)  M86-763-6125
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種
 
別

加 入 者 又
は 使 用 者

市 外
局 番

 番　号 所 　在　 地 郵 便 番 号

 紀伊山系砂防事務所  0747  25－3111  五條市三在町1681  637-0002

 木津川上流河川事務所  0595  63-1611  名張市木屋町812-1  518-0723

 M86-791-354

  〃  名張川出張所  0595  63-3720  名張市夏見字下川原307-1  518-0441

 M86-791-6324

 淀川ダム統合管理事務所  072  856-3131  枚方市山田池北町10-1  573-0166

 M86-751-281

 (独)水資源機構  0595  64-8961  名張市下比奈知2811-2  518-0413

 木津川ダム総合管理所  M91-8630-523

 関西電力㈱吉野水力センター  0747  53-0961  吉野郡大淀町下渕8-1  638-0821

 (財)河川情報センター  06  6944-2711  大阪市中央区内本町1-1-10  540-0026

 　大阪センター  M718-21～23

 電源開発㈱西日本支店  06  6448-5921  大阪市北区中之島6-2-27  530-0005

 近畿農政局南近畿土地  0747  52-2791  吉野郡大淀町下渕388-1  638-0821

 改良調査管理事務所

 須川ダム管理事務所  0742  95-0200  奈良市須川町1596  630-1111

 奈良国道事務所  0742  33-1391  奈良市大宮町3-5-11  630-8115

 M86-766-444

 奈良地方気象台  0742  22-2555  奈良市西紀寺町12-1  630-8307

 陸上自衛隊第３師団  0727  81-0021  伊丹市広畑1-1  664-0014

 司令部第２部  内 3223

 夜 3309

 陸上自衛隊第４施設団  0774  44-0001  宇治市広野町風呂垣外1-1  611-0031

 自衛隊奈良地方協力本部  0742  23-7001  奈良市高畑町552  630-8301

 西日本電信電話㈱  0742  36-8500  奈良市三条大路2-1-70  630-8013

 奈良支店   （設備部）

 大阪府八尾土木事務所  072  994-1515  八尾市荘内町2-1-36  581-0005

 （中河内府民センタ－内）

 和歌山県伊都振興局  0736  33-4934  橋本市市脇4-5-8  648-0073

 建設部工務課
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種
 
別

加 入 者 又
は 使 用 者

市 外
局 番

 番　号 所 　在　 地 郵 便 番 号

 奈良市役所  0742  34-1111  二条大路南1-1-1  630-8580

 〃 月ヶ瀬行政センター  0743  92-0131  月ヶ瀬尾山2845  630-2302

 〃 都祁行政センター  0743  82-0201  都祁白石町1026-1  632-0292

 天理市役所  0743  63-1001  川原城町605  632-8555

 山添村役場  0743  85-0041  大字大西151  630-2344

 大和郡山市役所  0743  53-1151  北郡山町248-4  639-1198

 生駒市役所  0743  74-1111  東新町8-38  630-0288

 平群町役場  0745  45-1001  吉新1-1-1  636-8585

 三郷町役場  0745  73-2101  勢野西1-1-1  636-8535

 斑鳩町役場  0745  74-1001  法隆寺西3-7-12  636-0198

 安堵町役場  0743  57-1511  大字東安堵958  639-1095

 大和高田市役所  0745  22-1101  大字大中98-4  635-8511

 御所市役所  0745  62-3001  1-3  639-2298

 葛城市役所  0745  69-3001  柿本166  639-2195

 香芝市役所  0745  76-2001  本町1397  639-0292

 上牧町役場  0745  76-1001  大字上牧3350  639-0293

 王寺町役場  0745  73-2001  王寺2-1-23  636-8511

 広陵町役場  0745  55-1001  大字南郷583-1  635-8515

 河合町役場  0745  57-0200  池部1-1-1  636-8501

 桜井市役所  0744  42-9111  大字粟殿432-1  633-8585

 橿原市役所  0744  22-4001  八木町1-1-18  634-8586

 川西町役場  0745  44-2211  大字結崎28-1  636-0202

 三宅町役場  0745  44-2001  大字伴堂689  636-0213

 田原本町役場  0744  32-2901  890-1  636-0392

 高取町役場  0744  52-3334  大字観覚寺990-1  635-0154

 明日香村役場  0744  54-2001  大字橘21  634-0142

 宇陀市役所  0745  82-8000  榛原下井足17-3  633-0292

  〃 大宇陀地域事務所  0745  83-2251  大宇陀迫間25  633-2166

  〃 菟田野地域事務所  0745  84-2521  菟田野松井486-1  633-2221

  〃 室生地域事務所  0745  92-2001  室生大野1641  633-0315

 曽爾村役場  0745  94-2101  大字今井495-1  633-1212

 御杖村役場  0745  95-2001  大字菅野368  633-1302

 東吉野村役場  0746  42-0441  大字小川99  633-2492

 吉野町役場  0746  32-3081  大字上市80-1  639-3192

 大淀町役場  0747  52-5501  大字桧垣本2090  638-8501

 下市町役場  0747  52-0001  大字下市1960  638-8510
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種
 
別

加 入 者 又
は 使 用 者

市 外
局 番

 番　号 所 　在　 地 郵 便 番 号

 黒滝村役場  0747  62-2031  大字寺戸77  638-0292

 天川村役場  0747  63-0321  大字沢谷60  638-0392

 下北山村役場  07468  6-0001  大字寺垣内983  639-3803

 上北山村役場  07468  2-0001  大字河合330  639-3701

 川上村役場  0746  52-0111  大字迫1335-7  639-3594

 五條市役所  0747  22-4001  岡口1-3-1  637-8501

 　〃　西吉野支所  0747  33-0301  西吉野町城戸122-1  637-0230

 　〃　大塔支所  0747  36-0311  大塔町辻堂41  637-0408

 野迫川村役場  0747  37-2101  大字北股84  648-0392

 十津川村役場  0746  62-0910  大字小原225-1  637-1333

 奈良市消防局  0742  35-0119  奈良市八条5-404-1  630-8145

 生駒市消防本部  0743  73-0119  生駒市山崎町4-10  630-0252

 奈良県広域消防組合

 　消防本部  0744  26-0119  橿原市慈明寺町149-3  634-0816

 　消防本部通信指令センター  0744  26-0115

 　大和郡山消防署  0743  59-1191  大和郡山市本庄町300  639-1136

 　桜井消防署  0744  42-4119  桜井市大字上之庄327  633-0061

 　五條消防署  0747  22-3310  五條市今井4-3-23  637-0004

 　　〃　大塔分署  0747  36-0317  五條市大塔町辻堂41  637-0408

 　　〃　十津川分署  0746  64-1190  吉野郡十津川村折立277-1  637-1443

 　香芝消防署  0745  76-4119  香芝市本町1462  639-0244

 　天理消防署  0743  62-3322  天理市富堂町10-3  632-0072

 　西和消防署  0745  73-1001  北葛城郡王寺町王寺1-1-3  636-0002

 　宇陀消防署  0745  82-3199  宇陀市榛原萩原1230  633-0253

 　葛城消防署  0745  69-7171  葛城市中戸475  639-2146

 　吉野消防署  0746  32-1011  吉野郡吉野町宮滝17-1  639-3443

 　大淀消防署  0747  52-1199  吉野郡大淀町土田187  638-0811

 　橿原消防署  0744  23-1155  橿原市慈明寺町149-3  634-0816

 　磯城消防署  0744  33-2461  磯城郡田原本町八尾72  636-0311

 　山添消防署  0743  85-0304  山辺郡山添村大西942-5  630-2344

 　高市消防署  0744  52-4499  高市郡高取町観覚寺614  635-0154

 　高田消防署  0745  25-0119  大和高田市大中19-7  635-0095

 　御所消防署  0745  62-0119  御所市蛇穴250-1  639-2272

   下市消防署  0747  52-2299  吉野郡下市町善城152  638-0003

　 広陵消防署  0745  55-4123  北葛城郡広陵町疋相374-1  635-0824

　 野迫川分署  0747  37-2119  吉野郡野迫川村北股34  648-0305
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 奈　良雨量観測所  0742  23-8011  奈良市南紀寺町  奈良土木事務所

 秋　篠　　〃　   〃    〃  　〃　秋篠町     　〃

 柳　生    〃   〃  　〃  　〃　柳生町     　〃

 都　祁    〃   〃    〃  　〃　針町     　〃

 白毫寺    〃   〃    〃  　〃　白毫寺町     　〃

 天　理　　〃  0743  63-2505  天理市長滝町     　〃

 仁　興    〃   〃  　〃    〃  苣原町     　〃

 米　谷    〃   〃  65-1655  　〃　福住町     　〃

 白　川    〃   〃    〃  　〃　和爾町     　〃

 郡　山    〃  0743  51-0201  大和郡山市満願寺町  郡山土木事務所

 生　駒    〃   〃    〃  生駒市山崎町     　〃

 高　山    〃   〃  　〃  　〃　高山町     　〃

 高　田    〃  0745  52-6144  大和高田市東中  高田土木事務所

 葛城山　　〃   〃    〃  御所市櫛羅     　〃

 香　芝    〃   〃  　〃  香芝市本町     　〃

 橿  原    〃  0744  48-3073  橿原市常盤町  中和土木事務所

 多武峰　　〃   〃    〃  　〃　多武峰     　〃

 　笠　　　〃   〃　    〃  　〃　笠     　〃

 秦　庄　  〃   〃  　〃  磯城郡田原本町秦庄     　〃

 高　取　　〃   〃    〃  吉野郡高取町観覚寺     　〃

 初　瀬    〃   〃  47-8540  桜井市初瀬     　〃

 小　夫    〃   〃  　〃  　〃　小夫     　〃

 迫　間　　〃  0745  84-9522  宇陀市大宇陀迫間  宇陀土木事務所

 御　杖    〃   〃    〃  宇陀郡御杖村菅野     　〃

 曽　爾    〃   〃    〃  宇陀郡曽爾村大字今井     　〃

 東吉野    〃   〃    〃  吉野郡東吉野村大字小川     　〃

 上　市    〃  0746  32-4051  吉野郡吉野町上市  吉野土木事務所

 　迫      〃   〃    〃  吉野郡川上村迫     　〃

 河　合　　〃   〃    〃  吉野郡上北山村河合     　〃

 大　台　  〃   〃    〃  　 　 〃　  　西原     　〃

 寺垣内    〃   〃  　〃  吉野郡下北山村寺垣内     　〃

 天　川　　〃   〃  　〃  吉野郡天川村沢谷     　〃

 五　條    〃  0747  23-1151  五條市岡口１丁目  五條土木事務所

 西吉野    〃   〃    〃  　〃　西吉野町城戸     　〃

 大　塔    〃   〃  　〃  　〃　大塔町辻堂     　〃

 上野地　　〃   〃  　〃  吉野郡十津川村上野地     　〃

 平　谷    〃   〃    〃    　　 〃  　 平谷     　〃

 野迫川    〃　   〃    〃  吉野郡野迫川村北股     　〃
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 天　理水位観測所  0742  23-8011  天理市川原城町  奈良土木事務所

 滝　本　　〃   〃  　〃  天理市滝本町     　〃

 横　田　　〃　   〃    〃  大和郡山市横田町     　〃

 法　蓮    〃   〃    〃  奈良市北魚屋西町     　〃

 秋　篠    〃   〃    〃  　〃　秋篠町     　〃

 八　条　　〃   〃    〃  　〃　杏町     　〃

 横　井　　〃   〃    〃  　〃　横井     　〃

 南京終　　〃   〃  　〃    〃　南京終町     　〃

 石　木    〃   〃  　〃  奈良市石木町     　〃

 壱　分　　〃  0743  51-0201   生駒市壱分町  郡山土木事務所

 平　群    〃   〃    〃  生駒郡平群町吉新１丁目     　〃

 谷　田　　〃   〃    〃  生駒市谷田町     　〃

 高　山    〃   〃  　〃  生駒市高山町     　〃

 高　安　　〃   〃  　〃  生駒郡斑鳩町高安西     　〃

 下三橋    〃   〃    〃  大和郡山市下三橋町     　〃

 磐築橋    〃  0745  52-6144  大和高田市築山  高田土木事務所

 薬　井　　〃   〃  　〃  北葛城郡河合町薬井     　〃

 上　中    〃   〃    〃  香芝市高町     　〃

 瓦　口　　〃   〃    〃    〃  瓦口     　〃

 広　瀬　　〃   〃  　〃  北葛城郡広陵町広瀬     　〃

 曲　川    〃  0744  48-3073  橿原市曲川町  中和土木事務所

 御　所　　〃   〃    〃  御所市旭町     　〃

 古　瀬　　〃   〃    〃    〃  古瀬     　〃

 車　木    〃   〃    〃  高市郡高取町車木     　〃

 曽　我　　〃   〃  　〃  橿原市曽我町     　〃

 西但馬　　〃   〃    〃  磯城郡三宅町但馬     　〃

 西池尻　　〃   〃  　〃  橿原市西池尻     　〃

 　越　　　〃   〃    〃  高市郡明日香村越     　〃

 東但馬　　〃   〃    〃  磯城郡三宅町但馬     　〃

 今　井    〃   〃  　〃  橿原市南八木町     　〃

 飛　鳥    〃   〃    〃  高市郡明日香村飛鳥     　〃

 十　市　　〃   〃  　〃  橿原市十市町     　〃

 新　賀    〃   〃    〃    〃　新賀町     　〃

 結　崎    〃   〃    〃  磯城郡川西町結崎     　〃

 秦　庄　　〃   〃  　〃  磯城郡田原本町秦庄     　〃

 庵　治    〃   〃  　〃  天理市嘉幡町     　〃

 豊　田    〃   〃  　〃  桜井市大泉     　〃

 黒　崎    〃   〃  　〃  　〃　慈恩寺     　〃

 磐　余    〃   〃    〃    〃  桜井磐余     　〃
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 小　川    〃  0745  84-9522  吉野郡東吉野村小川  宇陀土木事務所

 西　山　　〃   〃    〃  宇陀市大宇陀西山     　〃

 萩　原　  〃   〃    〃  　〃　榛原萩原     　〃

 岩　崎    〃   〃    〃    〃  菟田野岩崎     　〃

 衣　引　　〃  0746  32-4051  吉野郡川上村東川  吉野土木事務所

 菜　摘    〃   〃    〃    〃  吉野町菜摘     　〃

 上　市    〃   〃    〃  　〃　吉野町上市     　〃

 下　渕    〃   〃    〃    〃  大淀町下渕     　〃

 下　市    〃   〃    〃    〃  下市町下市     　〃

 栄山寺    〃  0747  23-1151  五條市小島町  五條土木事務所

 城　戸    〃   〃    〃    〃  西吉野町城戸     　〃

 貝　原　　〃   〃     〃  吉野郡下市町貝原     　〃
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水防情報関係アドレス一覧表 

 【奈良県水防計画書】 

奈良県水防計画 https://www.pref.nara.jp/21097.htm 

【河川の浸水情報や水位･雨量の情報】 

奈良県ホームページ(川の防災情報) https://www.pref.nara.jp/43968.htm 

奈良県河川情報システム http://www.kasen.pref.nara.jp/gispub/ 

河川の情報自動メール配信サービス http://www.kasen.pref.nara.jp/amailpub-fpl/ 

国土交通省川の防災情報 https://www.river.go.jp/ 

気象情報 https://www.jma.go.jp/jma/ 

水情報国土データ管理センター https://www5.river.go.jp/ 

【洪水ハザードマップに関する情報】 

ハザードマップポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/ 

災害時避要援護者の避難支援ガイドライン https://www.bousai.go.jp/taisaku/youengo/060328/pdf/hinanguide.pdf 

災害時要援護者の避難対策事例集 https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h22/2203/220330_15houdou/02_zenbun.pdf 

避難情報に関するガイドライン https://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/hinan_guideline.pdf  

【防災体制や避難情報等】 

奈良県防災ポータル https://www.bosai.pref.nara.jp/ 
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